
令和８年６月７日(日)～６月１３日(土)

「つかみ取れ！めざす無事故の頂を」

ガソリンやアルコールなど危険物は生活に不可欠で便利な物質ですが、一たび事故とな

ると大きな被害が発生する危険な物質でもあります。

乙訓消防組合では、危険物安全週間中に、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発

を図ることで、住民のみなさまや危険物を取り扱う事業所のみなさまとともに、危険物の

無事故、無災害を推進しています。

危険物の貯蔵・取扱
技術基準の順守

危険物取扱者
免状の書換え

危険物取扱者の
立会い・必要な指示

事故防止のため、日常から
細心の注意を払う

危険物取扱者免状の
携帯義務

＝ 危険物取扱者の責務 ＝

危険物施設で作業する危険物取扱者は、
３年に１度の保安講習を受けましょう。

推進標語

令和８年度危険物安全週間
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乙訓消防組合消防本部 ℡ ９５３ー60４２

協賛：乙訓防火・危険物安全協会

身近な危険物
の取り扱いにご注意を！

身近な危険物の代表的なものとしては、自動車の燃料となるガソリンや軽油、
ストーブの燃料として使用される灯油があります。その他にも、消毒用アルコー
ルや化粧品、制汗スプレーの中にも消防法の危険物として規制を受けるものがあ
ります。
ここでは、消毒用アルコールや化粧品などの取り扱いの注意点をご紹介します。

火気の近くでは使用
しないようにしましょう。

詰替えを行う場所では
換気を行いましょう。

直射日光が当たる場所に
保管することはやめましょう。

正しい方法で廃棄
しましょう。

従業員や住民の皆さんに危険物安全週間の
実施を広く知っていただくために、

立看板の掲出にご協力をお願いします。

※ 標語は朱書きとしてください。
※※ 貴対象物名を記入してください。
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危険物安全週間啓発に
ご協力をお願いします

お住まいの自治体
の分別排出ルール
や指示に従って、
正しい方法で廃棄
しましょう。
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